
－ 大磯町 産業環境部 環境課 －

事業所から発生するごみの分別

事業系一般廃棄物の例 産 業 廃 棄 物 の 例

私たち一人ひとりの取り組みが

ごみの減量化・資源化の大きな力になります ! !

適切な分別にご協力お願いします 。

※ 事業系一般廃棄物には、特定の業種から排出される

場合にのみ「産業廃棄物」になる品目があります。

古紙としてリサイクル可能な紙類

● 新聞紙 ● 雑誌・広告類

● 段ボール ● 紙パック ● その他雑がみ

紙くず
● 水に溶けない紙

● 汚れた紙

● その他リサイクルに

向かない紙

木くず

● 割りばし

● 剪定枝・落ち葉 など

生ごみ(厨芥類) ● 生ごみ

・食品の食べ残し

・調理残さ

・売れ残り など

天然繊維くず

● 綿の作業服

● 麻や綿のふきん など

建設廃棄物
● 石膏ボードなどの壁材

● がれき類・廃かわら

水銀使用製品
● 蛍光管 ● 水銀体温計

● 水銀式血圧計 など

廃 油
● 食用油・ラード ● 鉱物油

● エンジンオイル ● ペンキ など

金属類
● 一斗缶 ● ペンキ缶 ● 厨房調理台

● ガスボンベ ● その他金属製品

電 池 流通用木製パレット

缶・びん・ペットボトル
※缶・びんは、

再生資源事業者

に委託することも

できます。

ガラス・陶磁器類
● 食器

● 窓ガラス

● 植木鉢

● 水槽 など

プラスチック (廃プラスチック類)

● クリアファイル

● 弁当容器

● 樹脂製品 など

汚れがあっても
産廃で処理！

【事業系一般廃棄物の処理方法】

町の処理施設に直接搬入するか、

一般廃棄物処理（収集運搬）業許可業者に

運搬を委託する（委託搬入）ことができます。

【産業廃棄物の処理方法】

産業廃棄物の処理業者へ委託し、

適正に処理して下さい。

大磯町からの

お願い


